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農地の有効活用のために

農業委員会定例総会予定表

～平成３１年度の農業委員会定例総会予定です～

平成３１年度の農業委員会の開催予定をお知らせします。申請書等の提出については、締切日
までに提出してください。（期限厳守）なお、開催日等は変更する場合があります。

申
込
に
つ
き
ま
し
て
は
、
農
業
委
員
会

事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

農業委員会は毎年１回、その区域内にある農地の利用状況についての調査を行うことが農地
法第３０条により義務付けられています。
農業委員会では、地区担当委員が農地の利用状況調査を日常的に行っていますが、市内の農

地を対象に一斉農地パトロールの実施を予定しています。遊休農地が発生していた場合、以下

の通り対応いたします。

遊休農地が発生していた場合
農業委員会が遊休農地の所有者に対して農地利用意向調査書
を送付し、利用する意向があるのか調査します。調査を行った
のち、利用する意向がなかった場合には農地中間管理機構への
貸付等を促します。

※相続未登記等により共有者の一部を確認することができない場合、所定の手続きを経て、共
有者の過半の同意が得られれば、農用地利用集積計画により２０年を超えない期間の貸借が
できるようになります。

毎
月
納
め
る
保
険
料
を
月
額
２
万
円
か
ら
６
万
７

千
円
の
間
で
千
円
毎
に
自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す
。
そ

の
年
に
払
っ
た
保
険
料
の
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除

に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
分
課
税
対
象
所
得
が
下
が

り
税
金
が
安
く
な
り
ま
す
。

☆
社
会
保
険
料
控
除
対
象

に
よ
る
節
税
効
果

☆
事
務
経
費
は
全
額
国
費
負
担

農
業
者
年
金
に
加
入
す
る
と
お
得
な
理
由
を
い
く

つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

一
般
の
保
険
会
社
で
は
保
険
料
の
一
部
か
ら
運
営

経
費
を
負
担
し
て
い
る
の
が
一
般
で
す
が
、
農
業
者

年
金
で
は
全
額
国
費
で
賄
っ
て
い
ま
す
。
保
険
料
の

全
額
が
将
来
の
年
金
資
源
と
し
て
運
用
さ
れ
ま
す
。

農地パトロールを実施しています

40
歳
未
満
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
は
、
保
険

料
２
万
円
の
う
ち
２
～
５
割
の
国
庫
補
助
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

☆
40
歳
ま
で
に
加
入
す
る
場
合
、

国
庫
補
助
が
出
る
場
合
が
あ
り
ま
す


